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はじめに 

 

１ このマニュアルの目的 

   秋田県で災害が発生した場合における、ＤＰＡＴを中心とした災害時の精神保

健医療の体制について記載しています。 

ＤＰＡＴチームを有する病院のみでなく、災害拠点病院、精神科医療機関、県

保健所等の関係機関にお読みいただき、災害時の精神保健医療体制について理解

いただくことで、災害時に迅速な対応を行うことが出来るようにすることが目的

です。 

 

２ 災害に備えるために 

   医療機関においては、災害時に円滑な支援を受けるためには、次のことについて

備える必要があります。 

   ・被災をしても、早期に診療機能を回復できるような、業務継続計画（ＢＣＰ）

の整備 

   ・広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）へ登録し、自らの被災情報を被災

地内に発信することが出来る準備。具体的には、災害時にデータを入力する複数

の担当者を事前に決めておき、入力の訓練を行うなど、被災した際に被害状況、

診療継続可否等の情報を秋田県災害対策本部等へ共有することが出来るように

します。 

 

３ ＥＭＩＳについて 

   （１）ＥＭＩＳの概要 

    ＥＭＩＳは、災害時に被災した都道府県を越えて医療機関の稼働状況など災害

医療に関わる情報を共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各

種情報を集約・提供する基本的システムで、次のような機能を有しています。 

   ・各都道府県における災害医療情報の収集 

   ・医療機関の災害医療情報の収集・災害時の患者搬送などの医療体制の確保 

   ・災害救急医療のポータルサイト 

 

   （２）被災時のＥＭＩＳへのデータ入力 

    県内で災害が発生した場合には、全ての医療機関において被災状況を確認した

後にＥＭＩＳへデータの入力を行います。 

    情報を共有されることで、支援する側が速やかに情報収集を行い、適切な判断

を行うことが可能となります。 
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   ＥＭＩＳ入力項目 

   ①職員・入院患者の安否 

   ②建物の被害状況 

   ③ライフライン（水、電気、ガス等）の状況 

   ④自家発電、備蓄の状況 

   ⑤診療継続の可否 

   ⑥搬送が必要な患者の状況   等 

 

    各医療機関において入力されたデータを元に、支援が必要な場所へ適切な支援

を行うことが可能となります。災害時には、活用できる医療資源が限られている

ため、情報収集により必要なところへ必要な分の医療資源を充てます。 

しかし、ＥＭＩＳへ情報が未入力となっている場合には、別途確認作業が必

要となるなど、迅速な対応ができなくなるため、災害時には、被害が無い場合

でも各医療機関においてＥＭＩＳのデータが入力されていることが重要です。 

 

   （３）ＥＭＩＳの活用 

    上述のとおり、ＥＭＩＳは災害時の情報収集に重要な役割を担っていますが、

他にも次のような機能を活用し、支援活動を行います。 

    

   ①本部・参集拠点等入力機能 

    秋田県ＤＰＡＴ調整本部やＤＰＡＴ活動拠点本部の情報を登録します。関係機

関や活動中の医療救護班と主に経時的記録や連絡先を共有することで、円滑な連

絡体制を確保することができます。 

②救護班情報入力機能 

    活動中の医療救護班（ＤＰＡＴ、ＤＨＥＡＴ等）の情報を登録します。活動状

況の経時的記録及び連絡先等の情報を共有することで、関係機関が、各チームに

おいてどのような支援活動を行っているのかを把握することができます。 
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第１ 活動の理念 

 

１ 秋田ＤＰＡＴとは 

   地震、台風等の自然災害や犯罪事件及び航空機・列車事故等の大規模な集団災

害が発生した場合、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下し、更に災害ス

トレス等により新たに精神的問題が生じる等、精神保健医療への需要が拡大する

ことが考えられます。 

このような災害の場合、精神科医療機関の被災状況、それに伴う入院患者の搬

送、避難所での診療の必要性等、専門的な知見に基づいて、被災地域の精神保健

医療におけるニーズを速やかに把握する必要があり、被災地域のニーズに応える

形で、専門性の高い精神科医療の提供と精神保健活動の支援を継続する必要があ

ります。 

また、多様な医療チーム、保健師等との連携を含め、災害時精神保健医療のマ

ネージメントに関する知見も必要とされます。 

秋田県及び被災した都道府県又は政令指定都市からの要請に基づき、このよう

な活動を行うために、専門的な研修・訓練を受けた秋田県における災害派遣精神

医療チームが秋田ＤＰＡＴです。 

 

２ 活動の３原則：ＳＳＳ（スリーエス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪Ｓｕｐｐｏｒｔ：名脇役であれ≫ 

支援活動の主体は、被災地域の支援者であることを念頭に置き、地域の支援者を

支え、その支援活動が円滑に行えるための活動を行うこと。ただし、被災地域の支

援者は、多くの場合、被災者でもあることに留意すること。 

≪Ｓｈａｒｅ：積極的な情報共有≫ 

 被災・派遣自治体の災害対策本部や担当者、被災地域の支援者、及び他の保健医

療チームとの情報共有、連携を積極的に行うこと。 

≪Ｓｅｌｆ－ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｃｙ：自己完結型の活動≫ 

 移動、食事、通信、宿泊等は自ら確保し、自立した活動を行うこと。また、自ら

の健康管理（精神面も含む）、安全管理は自ら行うこと。 
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第２ 秋田ＤＰＡＴの概要 

 

１ チーム編成 

   ・チームは秋田ＤＰＡＴ指定病院※１の職員をもって構成します。 

   ・１チームは、精神科医師を中心とした看護師、業務調整員※２等からなるチー

ムとし、その編成は３～５名※３を基本とします。 

   ・各チームにリーダーをおくこととし、リーダーは指定病院の長が選任します。 

   ・ＤＰＡＴを構成する班の中で、発災当日から遅くとも４８時間以内に、所属す

る都道府県等外の被災地域においても活動できる班を先遣隊とします。 

   ・先遣隊を構成する医師は精神保健指定医でなければなりません。先遣隊以外の

班を構成する医師は精神保健指定医であることが望ましいです。 

※１ 秋田県とＤＰＡＴに関する出動要請や活動内容や費用弁償等に関する協定を締結した病院 

   指定病院については 51 ページの精神科病院一覧表参照 

※２ 連絡調整、運転等医療活動を行うための後方支援全般を行う者 

※３ 車での移動を考慮し、機動性を確保できる人数 

 

２ 活動期間 

   ・活動期間は、１週間（移動日２日・活動日５日）を標準とします。 

   ・先遣隊は、発災後４８時間以内に被災地域で活動を開始します。 

 

３ 主な活動内容 

（１）本部活動 

（２）情報収集とニーズアセスメント、情報発信 

（３）被災地での精神科医療提供 

（４）被災地での精神保健活動への専門的支援 

（５）被災した医療機関への専門的支援 

（６）支援者への専門的支援 

（７）精神保健医療に関する普及啓発 

（８）活動記録、情報の引き継ぎ終結 

（９）その他被災地での医療活動に必要な業務 
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４ フェーズに応じた精神保健医療支援活動 

   災害時のＤＰＡＴの活動内容は、発災後のフェーズによって異なります。 

〈フェーズごとのＤＰＡＴの活動内容〉 
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５ 関係機関等の概要 

  

関係機関名 概要 

ＤＭＡＴ 

(Disaster Medical  

Assistance Team) 

・災害急性期に活動できる機動性を持ち、トレーニングを受けた

医療チーム 

・医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事

務職員）で構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故な

どの現場において、急性期（おおむね４８時間以内）に活動を

行いう。 

ＪＭＡＴ 

(Japan Medical  

Association Team) 

・日本医師会により派遣される災害医療チーム 

・ＤＭＡＴが３日程度で撤退するのと入れ替わるようにして被災

地の支援に入り、現地の医療体制が回復するまでの間、地域医

療を支える。 

ＤＨＥＡＴ 

（Disaster Health 

Emergency Assistance Team) 

・保健所職員を中心とした災害時健康危機管理に係るマネージメ

ント支援を行うチーム 

・被災保健所が行う健康危機管理に必要な情報収集・分析や全体

調整等の支援を行う。 

・外部から応援に来る様々な保健医療活動チームの受援調整の支

援を行う。 

日赤医療救護班 ・日本赤十字社が災害時に派遣する医療救護班 

・被災地の医療機関の機能が回復するまでの空白を埋めるととも

に、避難所等への巡回診療を行うこともある。 

災害拠点病院 

（県内１３病院） 

・災害初動期における救急医療体制支援を行う医療機関 

・重症患者等の受け入れや、二次医療圏内の災害医療協力病院等

への転送を担う。 

自衛隊 ・知事からの派遣要請等により出動し、被災者の救援や避難等の

応援を行う。 
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６ ＤＰＡＴとＤＭＡＴの比較について 

 

 

 ＤＰＡＴ ＤＭＡＴ 

目 的 被災者及び支援者に対する精神科医療

及び精神保健活動支援 

救急救命治療 

広域医療搬送 

活 動 期 間 概ね 急性期～中長期 概ね 発災直後～急性期 

活 動 内 容 急性期にあっては、被災地域の精神科

病院の診療支援等を行い、中長期的に

あっては医療救護班等と連携し、精神

科医療の提供、支援者支援、普及啓発

等を行います。 

警察、消防等と連携し災害現場におい

て、救命救急活動を行います。 

活 動 拠 点 ＤＰＡＴ活動拠点本部 ＤＭＡＴ活動拠点本部 

活 動 場 所 本部、被災精神科病院 

避難所、仮設住宅等 

災害現場 

対 象 者 ・被災前から精神科疾患に罹患してい

る方 

・被災後、精神的不調を訴えた方 

・支援者（地域医療従事者、救急隊員、

行政職員等） 

事件、事故、災害等により負傷し、救

命治療が必要な方 
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第３ 秋田ＤＰＡＴ活動の枠組み 

 

１ 秋田県ＤＰＡＴ調整本部 

 

 （１）秋田県ＤＰＡＴ調整本部の設置 

県内で大規模災害等が発生した場合、ＤＰＡＴ統括者は直ちに秋田県災害医療

対策本部に参集し、被害状況等を収集するとともに、災害医療コーディネーター

等と協議の上、必要に応じて県内のＤＰＡＴの活動を統括するために、県庁内に

秋田県ＤＰＡＴ調整本部※を立ち上げます。 

なお、ＤＰＡＴ統括者は秋田ＤＰＡＴ設置運営要綱に基づき、あらかじめ知事

が選任した者とし、県障害福祉課職員が事務局担当者としてその業務を行います。 

   ※ 原則として秋田県庁第二庁舎４階 災害医療対策室に設置。立ち上げ前の連絡先については秋

田県健康福祉部障害福祉課（53 ページ参照）。 

 

 （２）統括者の参集基準 

統括者の参集基準は秋田県災害医療対策本部設置基準により次のとおりとしま

す。 

  ・県内で震度５強以上の地震が発生した場合 

  ・県内で発生した災害又は事故により、２０名以上の傷病者が発生した場合 

  ・秋田ＤＰＡＴが出動し対応することが効果的であると認められる場合 

 

 （３）秋田県ＤＰＡＴ調整本部の業務内容 

秋田県ＤＰＡＴ調整本部は、秋田県災害医療コーディネーターと協議のうえ、

ＤＰＡＴ統括者の指揮のもとに活動を行います。秋田県ＤＰＡＴ調整本部は、秋

田県ＤＭＡＴ調整本部等と連携を図りながら次の業務を行います。 

  ①ＤＰＡＴの出動要請及び出動先の調整 

  ②活動拠点本部とともに、県内で活動する全てのＤＰＡＴの指揮及び業務調整 

  ③ＤＰＡＴ活動拠点本部の設置及び参集場所の調整 

  ④災害対策本部等の関係機関との連絡及び調整 

  ⑤県内の精神保健医療に関する被災情報の収集（精神科医療機関等の被災状況） 

  ⑥患者移送及び受入の総合調整（病院避難が必要な場合） 

  ⑦厚生労働省及びＤＰＡＴ事務局との情報共有 

  ⑧その他ＤＰＡＴ活動に必要な業務 
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２ ＤＰＡＴ活動拠点本部 

 

 （１）ＤＰＡＴ活動拠点の設置 

県内でＤＰＡＴが活動する場合は、被災地域の保健所圏域※1 または市町村単位

でのＤＰＡＴ活動を統括するために、秋田県ＤＰＡＴ調整本部は災害拠点病院※2

や保健所等にＤＰＡＴ活動拠点本部を設置し、ＤＰＡＴ現場統括者及び活動拠点

本部員を配置する。 

ＤＰＡＴ現場統括者及び活動拠点本部員は、原則として活動拠点本部に配置さ

れたＤＰＡＴチームの隊員が役割を担うこととなります。 

   ※1 秋田県の二次医療圏及び保健所圏域（48 ページ参照） 

※2 秋田県内の災害拠点病院一覧（52 ページ参照） 

 

 （２）ＤＰＡＴ活動拠点本部の業務内容 

ＤＰＡＴ活動拠点本部は、秋田県ＤＰＡＴ調整本部の指揮のもとに、地域災害

医療対策本部等と連携を図りながら、次の業務を行います。 

①参集した各ＤＰＡＴチームの受入、指揮及び調整 

②被災地域の精神科医療機関及び避難所等の精神保健医療に関する情報の収集 

③秋田県ＤＰＡＴ調整本部、他の活動拠点本部との連絡及び調整 

④地域災害医療連絡調整会議への参画 

⑤その他必要なＤＰＡＴ活動拠点本部業務 

 

 （３）地域災害医療連絡調整会議 

ＤＰＡＴ活動拠点本部に配置されたＤＰＡＴチームリーダーは、各保健所に設

置された地域災害医療連絡調整会議※に参画し、活動情報を共有するとともに、精

神保健医療に関するニーズの把握に努めます。 

特に、回復期における避難者や支援者等に対する対応について、地域災害医療

連絡調整会議の場を活用し、保健所や市町村等との連絡体制の確保に努めます。 

※ 保健所に設置される地域災害医療対策本部において各医療保健チームや行政機関、自衛隊等を集 

めて開催される会議 

 

３ 災害拠点精神科病院 

 （１）概要 

災害時において、被災した精神科病院からの患者の受入れや、精神症状の安定

化等を、災害拠点病院のみで対応することは困難です。 

このため、精神疾患を有する患者の受入や、一時的避難場所としての機能など

の災害拠点病院類似の機能を有する精神科病院が災害拠点精神科病院です。  
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 （２）災害拠点精神科病院の役割 

①災害時においても、医療保護入院、措置入院等の精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律に基づく精神科医療を行うための診療機能を有します。 

②災害時においても精神疾患を有する患者の受入や、一時的避難場所としての

機能を有します。 

③ＤＰＡＴの派遣機能を有します。 

④被災しても、早期に診療機能を回復できるよう業務継続計画の整備を含め平

時からの備えを行います。 

 

 （３）災害拠点精神科病院の整備 

秋田県における災害拠点精神科病院の整備については、未整備であり、今後秋

田県立リハビリテーション・精神医療センターを災害時の患者受入の拠点として

体制整備に向けた検討を行います。 

 

４ 秋田ＤＰＡＴ派遣基準及び待機基準 

 （１）派遣基準 

ＤＰＡＴの派遣基準は、次のとおりとします。 

・県内で発生した災害等により、市町村から派遣要請があった場合 

・他の都道府県で発生した災害等により、当該都道府県又は厚生労働省から派

遣要請があった場合 

・その他知事が必要と判断した場合 

 

 （２）待機基準 

・県内で震度５弱以上の地震が発生した場合 

・県内で発生した災害又は事故により、２０名以上の傷病者が発生すると見込

まれる場合 

・東京都２３区で震度５強以上の地震が発生した場合 

・その他の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合 

・津波警報（大津波）が発表された場合 

・南海トラフ沿いで大規模地震の発生可能性が高まったとして、南海トラフ地

震に関連する情報（臨時）が発表された場合 

・大規模な航空機墜落事故が発生した場合 
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５ 秋田ＤＰＡＴ派遣の流れ 

 （１）県内で秋田ＤＰＡＴを派遣要請する場合 

   ①県内で発災した場合、市町村等の要請や、被災状況に応じて県はＤＰＡＴ統括

者等と協議し、秋田ＤＰＡＴの派遣の必要性を検討※します。 

   ②県は、ＤＰＡＴ統括者等と協議の上秋田ＤＰＡＴの活動地域を決定します。 

   ③県は、秋田ＤＰＡＴ指定病院に対し出動要請を行います。 

   ④出動した秋田ＤＰＡＴは、ＤＰＡＴ調整本部又はＤＰＡＴ活動拠点本部に参集

し、配置されるＤＰＡＴ現場統括者と活動内容、活動場所、スケジュール等に

ついて協議し、速やかに支援活動を開始します。 

 ※ 被災状況に応じて、県外ＤＰＡＴ派遣要請についても検討します。 

 

 （２）県外に秋田ＤＰＡＴを派遣する場合（厚生労働省を介して） 

   ①被災都道府県は、ＤＰＡＴによる支援活動が必要だと判断した場合は、厚生労

働省に対し、ＤＰＡＴの派遣斡旋を要請するとともに、必要なチーム数、期間、

優先される業務についての情報を提供します。 

   ②厚生労働省は、各都道府県に対して派遣の斡旋を行います。 

   ③県は、ＤＰＡＴ統括者等と協議し、派遣可能日程を厚生労働省に回答します。 

   ④厚生労働省は、秋田ＤＰＡＴの派遣先（都道府県、活動地域等）を決定し、被

災都道府県及び秋田県に伝達します。 

   ⑤出動した秋田ＤＰＡＴは、被災都道府県が指定する集合場所に参集し、ＤＰＡ

Ｔ調整本部又はＤＰＡＴ活動拠点本部と活動内容、活動場所、スケジュール等

について協議し、速やかに支援活動を開始します。 

 

 （３）県外に秋田ＤＰＡＴを派遣する場合（厚生労働省を介さない場合） 

   ①被災都道府県は、ＤＰＡＴによる支援活動が必要だと判断した場合は、秋田県

に対し、ＤＰＡＴの派遣を要請するとともに、必要なチーム数、期間、優先さ

れる業務についての情報を提供します。 

   ②県は、ＤＰＡＴ統括者等と協議し、派遣可能日程を被災都道府県に回答する。 

   ③被災都道府県は、秋田ＤＰＡＴの派遣先（活動地域等）を決定し、秋田県に伝

達します。 

   ④出動した秋田ＤＰＡＴは、被災都道府県が指定する集合場所に参集し、ＤＰＡ

Ｔ調整本部又はＤＰＡＴ活動拠点本部と活動内容、活動場所、スケジュール等

について協議し、速やかに支援活動を開始します。 
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   図：県外で活動を行う場合の流れ 
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６ 秋田ＤＰＡＴ活動の流れ（県内で災害が発生した場合） 
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７ 秋田ＤＰＡＴ活動における指揮命令系統 

   県庁内に設置する秋田県ＤＰＡＴ調整本部は、災害医療対策本部長の指揮のもと

に活動を行います。 

   被災地内の災害拠点病院等に設置するＤＰＡＴ活動拠点本部は、地域災害医療コ

ーディネーターと連携・調整を図りながら、秋田県ＤＰＡＴ調整本部の指揮のもと

に活動を行います。 

   ＤＰＡＴ活動拠点本部に参集した秋田ＤＰＡＴは、当該活動拠点本部に配置され

るＤＰＡＴ現場統括者の指揮のもとに支援活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

（１）他都道府県からの要請に基づき県外で活動を行う場合 

   他都道府県の出動要請に基づき、秋田ＤＰＡＴが県外において活動を行う場合

は、原則として要請を行った都道府県の調整本部又は活動拠点本部の指揮のもとに

活動を行います。 

 

 

（２）県内で災害が発生し、県外にＤＰＡＴの派遣を要請する場合 

①派遣要請 

・厚生労働省を介して要請する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・厚生労働省を介さず要請する場合 

各都道府県へ直接派遣要請を行います。 

 

②県外チームの受入 

   ＤＰＡＴ調整本部により受入の調整を行った他の都道府県のＤＰＡＴは、原則と

して秋田県ＤＰＡＴ調整本部又は、ＤＰＡＴ活動拠点本部に配置され、活動を行い

ます。 

   県外からのチームの受入は秋田県ＤＰＡＴ調整本部又はＤＰＡＴ活動拠点本部

において行います。チームは秋田県ＤＰＡＴ調整本部又はＤＰＡＴ活動拠点本部の

指示のもと、支援活動を行います。 

 

 

  



16 

 

第４ 秋田ＤＰＡＴの活動内容 

 

１ 時系列別の活動内容 

   ＤＰＡＴの活動は、発災直後の急性期精神科医療の支援から、中長期における精

神保健活動の支援を担うこととなります。 

 

（１）平常時 

   ①関係機関との連携 

 ・災害時に連携を図ることができるよう、関係機関が集まる会議等において、 

それぞれの機関の災害時の対応について理解を深めます。 

 ・県は、関係機関に対して、災害時の精神医療及び精神保健活動に関する研修を 

行います。 

   ②使用機材の確認 

   ・県及びそれぞれの機関で、災害時に必要となる資機材について準備、確認を行

います。 

   ③研修への参加 

   ・それぞれの機関において、災害時の精神医療及び精神保健活動に関する研修会

へ参加し、平時からの訓練を行います 

 

（２）県内での発災当日 

  【統括者及び障害福祉課職員】 

   ①初動体制の確立 

    ・身の回りの安全を確保し、庁舎へ参集します。 

    ・被災状況を把握し、必要な精神医療ニーズを検討します。 

・活動方針を決定し、秋田県ＤＰＡＴ調整本部の立ち上げを行います。 

   ②安全確保、被災状況の把握 

    ・庁舎等の被災状況を確認し、身の回りの安全を確保します。 

    ・管内市町村の被災状況を確認します。 

・ＥＭＩＳＳ等により管内精神科病院の被災状況を確認します。 

  【各ＤＰＡＴ指定病院】 

   ○派遣に向けての準備 

・大規模な災害が起きた場合、派遣を予想し体制を整えます。 

・ＤＰＡＴ隊員は、派遣に向けて家族の了承を得ます。 

・常備薬や防寒用の衣服など、必要な物品を準備します。 

・県の派遣要請に対し、チームとしての回答を速やかに行います。 
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（３）時系列別の活動内容 

 時期 状況 支援場所 活動内容 

 

初

動

期 

災害発生直後

～１週間 

・医療機関への患者集中 

・避難所生活による疲労と

ストレスの始まり 

・治療中断による持病の悪

化 

・不安や抑うつ不眠等の急

性ストレス障害 

各現場 ・ＤＰＡＴ先遣隊の派遣 

・ＤＰＡＴの派遣 

・医療機関の診療支援 

・被災精神科病院の患者搬送 

・急性憎悪した避難者への対

応 

 

亜

急

性

期

～

中

期 

災害発生後１

週間～１ヶ月 

・精神障害者の症状悪化 

・急性ストレス障害などの

問題の顕在化 

・支援者のストレスによる

急性反応 

・アルコール問題の発生 

避難所等 ・被災者の心のケア 

 （アウトリーチ） 

・支援者に対する啓発（被災

者に対する対応と自身のメ

ンタルヘルスについて） 

・相談記録、処方箋、医薬品

管理 

・アルコール問題への対応 

 

 

中

長

期 

災害発生後１

ヶ月～６ヶ月 

・服薬中断 

・抑うつ障害、適応障害、

不安障害、ＰＴＳＤ 

・支援者のメンタルヘルス

問題 

避難所 

仮設住宅 

自宅 

医療施設

等 

・避難所の巡回相談・診療・

アウトリーチ 

・精神保健に関する心理教育 

・メンタルヘルスに関する啓

発活動 
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２ 被災者・支援者等に対する精神保健医療活動 

 （１）被災地での精神科医療の提供 

   ・症状の悪化や急性反応への対応 

   ・薬が入手困難な患者への投薬 

   ・受診先が無くなった患者に対し、受診可能な現地医療機関の紹介 

   ・移動困難な在宅患者を訪問し、対応 

 

 （２）被災地での精神保健活動の支援 

   ・災害のストレスによって心身の不調をきたした住民への対応 

   ・ストレス反応等に対する心理教育の実施 

 

 （３）被災した医療機関への専門的支援 

   ・外来・入院診療の補助 

   ・精神医療機関等の入院患者の搬送の補助 

   ・物資供給の調整の補助 

 

 （４）支援者に対する支援 

   ・被災地域のニーズに応じて、支援活動や支援体制作りに関する相談・助言等を

行い、必要に応じて地域の社会的に資源につなぎます。 

   ・支援者自身への対応については、相談・助言等を行った上で、支援者の所属す

る組織の労務管理・産業メンタルヘルス体制へつなぎます。 

 

 （５）精神保健医療に関する普及啓発 

   ・被災地域のニーズに応じて、行政、教育、保健福祉等の関係者や一般住民へ向

けて、メンタルヘルスに関する普及啓発を実施 

 

３ 情報収集とアセスメント 

   ・広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）や災害時診療概況報告システム（Ｊ

－ＳＰＥＥＤ）、関係機関からの情報等を基に、被災地域の精神科医療機関、

避難所、医療救護所等の精神保健医療ニーズを把握します。 

被災状況の把握ができない場所があった場合は、安全を確保した上で直接出向

き、状況の把握に努めます。 

   ・収集した情報を基に、活動した場所における精神保健医療に関するニーズのア

セスメントを行います。 
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４ 情報発信 

   ・ＤＰＡＴ活動の内容（収集した情報やアセスメントの内容も含む）は、ＤＰＡ

Ｔ活動拠点本部（設置されていない場合はＤＰＡＴ調整本部）へ報告します。

また、必要に応じて、被災地域の担当者や支援者、ＤＭＡＴ等の医療救護チー

ム、被災地域の精神科医療機関、派遣元の都道府県等へもＥＭＩＳやＪ－ＳＰ

ＥＥＤ等を用いて発信し、今後のＤＰＡＴの活動について検討します。 

   ・活動に関する後方支援（資機材の調達・関係機関との連絡調整等）が必要な場

合は、状況に応じて、ＤＰＡＴ調整本部、ＤＰＡＴ活動拠点本部、秋田県に依

頼します。 

 

５ 活動記録と処方箋 

 （１）活動地域への記録の保管 

   ・継続的な診療ができるよう、紙の記録（災害診療記録）を活動地域へ残します。 

   ・ＤＰＡＴ事務局のホームページから災害診療記録をダウンロードします。災害

診療記録は一般診療用に加え、精神保健医療用を使用します。尚、それぞれが

分離しないように留意します。 

   ・災害診療記録を持参して被災地域へ支援に入り、書式に従って、個別に対応し

た内容を記入します。 

   ・紙の記録は個人情報が含まれる（氏名等を記載）ため、管理には細心の注意を

払います。 

 

 （２）Ｊ－ＳＰＥＥＤアプリへの記録の保存 

   ・被災・派遣都道府県等や厚生労働省が活動を把握し、効率的にＤＰＡＴの運用

を行っていくために、Ｊ－ＳＰＥＥＤアプリに災害診療記録のＪ－ＳＰＥＥＤ

項目と、精神保健医療版Ｊ－ＳＰＥＥＤ項目を入力します。 

   ・活動地域において通信環境が整っていない場合は、Ｊ－ＳＰＥＥＤアプリに入

力しておき、通信環境を確保した上で報告します。 

 

 （３）処方箋 

   ・災害時の診療は医師法第２２条第５号（治療上必要な応急の措置として薬剤を

投与する場合）に該当するため、処方箋を発行する法的な義務はありません。

しかし、医師法第２４条（診療時の記録について）、及び投薬に関する責任を

明確にするため、秋田ＤＰＡＴ処方箋に、診察医師名、患者氏名、年齢、薬名、

用法、用量を記入します。 

   ・患者へは処方内容を説明し、要旨（診察医師名、薬名、効用、用法、用量等を

記載）を渡すなどして、十分な情報提供に努めます。  
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６ 活動情報の引継ぎ 

   ・後続のチームが支援活動を開始する前に、被災地域において円滑な支援活動を

実施できるようにＤＰＡＴ間で十分な情報の引継を行います。さらに、医療機

関ではその医療機関のスタッフ、避難所ではそこを管轄する担当者や保健師に

対し、十分な情報の引継を行います。引継場所は活動の拠点となっている場所

が望ましいです。 

   ・引継にあたっては、活動記録の受け渡しを行い、地域での実際の活動状況、連

携期間（医療機関や避難所等の窓口となる人の氏名、連絡先及び活動の具体的

な流れ等）、継続事例への対応についての情報を伝えます。 

   ・チームによって異なる対応は被災地域の支援者や住民を混乱させるため、引継

は極めて重要であることに留意します。 

 

７ 活動の終結 

   ・ＤＰＡＴ活動の終結は、被災地域の精神保健医療機関の機能が回復し、その後

の精神保健医療ニーズに対応できる体制が整った時点を目安とします。 

   ・活動の終結にあたっては、関係機関と協議しながら災害の規模や復興状況に応

じて検討します。 

   ・活動終結の決定後は、被災地域の支援者に対して、支援活動と事例の引継を段

階的に行い、現地のニーズに合わせて、活動終結後のフォローアップ体制も検

討します。 
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第５ 活動の記録・報告 

 

 ＤＰＡＴ活動を行った際は、活動について記録を付け、報告を行います。 

 記録取扱い表一覧 

種別 種類 用途 報告先 記録方法 備考 

活 

動 

記 

録 

 

活 

動 

時 

秋田ＤＰＡ

Ｔ  活動報

告書 

（日報） 

 

様式第1号 

（協定書細

目） 

ＤＰＡＴ

の具体的

な活動記

録 

秋田県ＤＰＡＴ調整本部又は 

秋田県健康福祉部障害福祉課 

データ入力 

又はプリント

アウトした紙

に記載 

 

Ｊ－ＳＰＥ

ＥＤ＋ 

（活動日報

及び経時的

記録） 

１日の活

動件数及

び活動記

録 

Ｊ－ＳＰＥＥＤ＋ 

https://www.jspeedplus.net/tr/ 
データ入力 

各関係機関はＷＥ

Ｂサイト等で状況

を確認。 

ＥＭＩＳＳ 

（医療救護

班活動記録

） 

活動記録 

Ｅ－ＭＩＳＳ（広域災害救急医療

情報システム） 

https://www.wds.emis.go.jp/ 

データ入力 

各関係機関はＷＥ

Ｂサイト等で状況

を確認。 

個 

別 

記 

録 

Ｊ－ＳＰＥ

ＥＤ＋ 

(個票） 
個人記録 

Ｊ－ＳＰＥＥＤ＋ 

https://www.jspeedplus.net/tr/ 
データ入力 

各関係機関はＷＥ

Ｂサイト等で状況

を確認。 

災害時「秋

田ＤＰＡＴ

」処方箋 

 

様式１ 

保存 
活動の拠点となる場所 

（活動拠点本部等） 
写し 

 

診療情報提

供書 

 

様式２ 

保存 
活動の拠点となる場所 

（活動拠点本部等） 
写し 

 

管 

理 

簿 

医薬品管理

簿 

 

様式３ 

医薬品管

理 
－ 

データ入力 

又はプリント

アウトした紙

に記載 

 

活 

動 

終 

了 

後 

秋田ＤＰＡ

Ｔ活動記録

報告書 

 

別紙２（秋

田県ＤＰＡ

Ｔ設置運営

要綱） 

活動記録

の報告 
秋田県健康福祉部障害福祉課 

データ入力 

又はプリント

アウトした紙

に記載 

活動終了後に必要

書類を添えて報告

書を提出する。 
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第６ 資料編 

 

１ 様式（マニュアル） 
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２ 秋田県ＤＰＡＴ設置運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大規模災害等の発生時に、被災地において精神医療及び

精神保健活動を行う災害派遣精神医療チーム「秋田ＤＰＡＴ（ Disaster 

Psychiatric Assistance Team）」（以下「ＤＰＡＴ」という。）の設置及び

運営に関し必要な事項を定める。 

 

（指定病院） 

第２条 知事は、次の要件を満たす秋田県内の医療機関のうち、ＤＰＡＴの設

置並びに編成及び運営に関し、協力を申し出た医療機関を秋田ＤＰＡＴ指定病

院（以下、「指定病院」という。）として指定する。 

（１）医療機関としてＤＰＡＴ派遣について協力する意志をもつこと 

（２）ＤＰＡＴの活動に必要な人員、装備を持つこと 

２ 知事は、指定病院とＤＰＡＴの派遣に関する協定を締結する。 

 

（編  成） 

第３条 ＤＰＡＴは、指定病院の職員をもって編成する。 

２ ＤＰＡＴは、精神科医師を中心とした看護師、業務調整員等からなるチー

ムとし、その編成は３～５名を基本とする。 

３ ＤＰＡＴの隊員は、ＤＰＡＴ事務局が実施するＤＰＡＴ研修又はＤＰＡＴ

先遣隊研修を修了した者又はその他知事が指定する研修を修了した者を基本と

する。 

４ 指定病院の長は、当該医療機関に勤務するＤＰＡＴ隊員について、別添１

により知事に報告するものとする。 

 

（統括者及びリーダー） 

第４条 統括者及びリーダーは、次のとおりとする。 

（１）ＤＰＡＴに統括者をおく。統括者はＤＰＡＴ事務局が実施するＤＰＡＴ

研修又はＤＰＡＴ先遣隊研修を修了した精神科医師から知事が選任する。 

（２）県内で大規模災害等が発生した際に、県内で活動するＤＰＡＴの統括は、

秋田県ＤＰＡＴ調整本部が行うものとし、その業務は、統括者及び県障害福祉

課職員が処理する。 

（３）ＤＰＡＴの各チームにリーダーをおく。リーダーは指定病院の長が選任

する。 
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（４）リーダーは、被災地において、現地対策本部等との連携を図り、チーム 

の医療活動全体を統括する。 

 

（待機基準） 

第５条 知事は、災害等の発生により、ＤＰＡＴの派遣が必要となる可能性が

あるときは、指定病院に対し、待機を要請するものとする。 

２ 指定病院の長は、前項の待機要請を受けたときは、ＤＰＡＴを待機させる

ものとする。ただし、病院運営に多大な支障が生じる恐れがある場合は、待機

させないことができる。 

３ 指定病院の長は、次の各号に該当するときは、知事からの要請の有無にか

わらず、ＤＰＡＴを待機させることができる。 

（１）県内で震度５弱以上の地震が発生した場合 

（２）県内で発生した災害又は事故により、２０名以上の傷病者が発生すると

見込まれる場合 

（３）東京都２３区で震度５強以上の地震が発生した場合 

（４）その他の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合 

（５）津波警報（大津波）が発表された場合 

（６）南海トラフ沿いで大規模地震の発生可能性が高まったとして、南海トラ

フ地震に関連する情報（臨時）が発表された場合 

（７）大規模な航空機墜落事故が発生した場合 

 

（派遣基準） 

第６条 ＤＰＡＴの派遣基準は、次のとおりとする。 

（１）県内で発生した災害等により、市町村から派遣要請があった場合 

（２）他の都道府県で発生した災害等により、当該都道府県又は厚生労働省か

ら派遣要請があった場合 

（３）その他知事が必要と判断した場合 

 

（派  遣） 

第７条 知事は、前条の派遣基準に照らし、ＤＰＡＴの派遣が必要と判断する

ときは、指定病院の長に対して、ＤＰＡＴの派遣を要請するものとする。 

２ 指定病院の長は、知事から派遣要請を受けたときは、ＤＰＡＴを派遣させ

るものとする。ただし、病院運営に多大な支障が生じるおそれがある場合は、

派遣させないことができる。 

３ 現場での活動が終了した後、派遣されたＤＰＡＴは、指定病院の長を通じ

て、医療活動の実施状況等を別添２により知事に報告する。 
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（活動内容） 

第８条 ＤＰＡＴの活動内容は、次のとおりとする。 

（１）本部活動 

（２）情報収集とニーズアセスメント、情報発信 

（３）被災地での精神科医療の提供 

（４）被災地での精神保健活動への専門的支援 

（５）被災した医療機関への専門的支援 

（６）支援者への専門的支援 

（７）精神保健医療に関する普及啓発 

（８）活動記録、活動情報の引き継ぎ、活動の終結 

（９）その他被災地での医療活動に必要な業務          

  

（活動支援） 

第９条 知事は、ＤＰＡＴの派遣を要請したときは、参集場所の連絡等、必要

な事項について、ＤＰＡＴ及びその他関係機関との調整を行うものとする。 

                                       

（装備機材） 

第１０条 ＤＰＡＴが現場に携行する医療資器材、ユニフォーム等の装備品等

については、知事と指定病院が協議して整備する。 

 

（研 修 等） 

第１１条 指定病院の長は、ＤＰＡＴの技術の向上等を図るため、ＤＰＡＴ隊

員の研修及び訓練の機会の確保に努めるものとする。 

 

（費用負担） 

第１２条 知事の要請に基づき、指定病院の長が派遣させたＤＰＡＴの活動に

要する費用については、県が負担する。 

 

（補  償）                                                        

第１３条 ＤＰＡＴの活動に伴う隊員の事故に対応するため、県は、傷害保険

に加入する。 

 

 

（協  議） 

第１４条 この要綱に定めのない事項、又はこの要綱に関し疑義が生じた事項
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については、知事と指定病院の長が協議の上、決定する。 

 

    附 則 

 この要綱は平成３０年 ３月 １日から施行する。 
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３ 秋田ＤＰＡＴの派遣に関する協定書 

 

 

 秋田県（以下「甲」という。）と     病院（以下「乙」という。）とは、

大規模災害発生時等における災害派遣精神医療チーム秋田ＤＰＡＴ（以下「Ｄ

ＰＡＴ」という。）の派遣に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害が発生した際に、専門的な研修・訓練を受け

た医師及び看護師等を被災地に派遣し、被災者やその支援者に対して精神医

療及び精神保健医療活動の支援を行うことにより、被災者等の心のケアの充

実を図ることを目的とする。 

 

（指定病院の指定等） 

第２条 甲は、乙を秋田ＤＰＡＴ設置運営要綱（以下、「要綱」という。）に定

める秋田ＤＰＡＴ指定病院（以下「指定病院」という。）として指定するもの

とする。 

２ 甲は、乙が指定病院の指定要件を欠くこととなった場合等特別の事情が生

じた場合には、乙と協議のうえ、指定病院の指定を取り消すことができる。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、要綱に定める基準に基づき、ＤＰＡＴを派遣する必要が生じた

場合は、乙に対し、ＤＰＡＴの派遣又は待機を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちにＤＰＡＴを派

遣するものとする。 

 

（ＤＰＡＴの業務） 

第４条 乙が派遣するＤＰＡＴの活動内容は、次のとおりとする。 

（１）本部活動 

（２）情報収集とニーズアセスメント、情報発信 

（３）被災地での精神科医療の提供 

（４）被災地での精神保健活動への専門的支援 

（５）被災した医療機関への専門的支援 

（６）支援者への専門的支援 

（７）精神保健医療に関する普及啓発 

（８）活動記録、活動情報の引き継ぎ、活動の終結 
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（９）その他被災地での医療活動に必要な業務 

 

 

（指揮系統等） 

第５条 ＤＰＡＴは、秋田県ＤＰＡＴ調整本部の下で活動することを基本とす

る。 

２ ＤＰＡＴが被災都道府県に派遣される場合には、被災都道府県のＤＰＡＴ

調整本部の下で活動するものとする。 

 

（身  分） 

第６条 乙が派遣するＤＰＡＴの隊員は、派遣元である乙の職員として活動に

従事する。 

 

（輸  送） 

第７条 乙が派遣するＤＰＡＴの輸送は、原則として乙が行うものとする。 

 

（費用弁償等） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が派遣したＤＰＡＴの活動に要する次の費用に

ついては、甲が負担するものとする。 

（１）使用した薬剤、治療材料、破損した医療器具の修繕費等の実費 

（２）救助のための輸送費及び賃金職員等の雇上費 

（３）ＤＰＡＴ隊員が活動時において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合の扶助金等 

（４）前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち

甲が必要と認めた経費 

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。 

 

（災害救助法が適用された場合の実費弁償） 

第９条 甲の要請に基づき乙が派遣したＤＰＡＴが、災害救助法（昭和２２年

法律第１１８号。以下「法」という。）第４条の規定による救助に関する業務

に従事した場合の実費弁償については、法に定めるところによる。 

 

（待機に係る費用） 

第１０条 ＤＰＡＴ派遣のための待機に要する費用は、県からの要請の有無に

かかわらず乙の負担とする。 
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（細  目） 

第１１条 この協定を実施するために必要な細目については、甲が乙と協議の

うえ別に定める。 

 

（協  議） 

第１２条 この協定に定めない事項又はこの協定に関して疑義が生じた場合に

は、甲、乙協議のうえ定める。 

 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。

ただし、この協定の有効期間満了の日の１か月前までに、甲、乙両者に異存

がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長

され、以後同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２部作成し、甲乙両者記名押印の上、

各自その１通を保有する。 

 

      平成  年 月  日 

 

             甲  秋田県 

秋田県秋田市山王四丁目１番１号 

 

                 秋田県知事   ○○ ○○ 

 

 

             乙  ＤＰＡＴ指定病院 

                秋田県○○市○○○○○番○○号 

 

                 病院長 ○○ ○○ 
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４ 秋田ＤＰＡＴの派遣に関する協定書細目 

 

 

秋田ＤＰＡＴの派遣に関する協定書（平成年月日締結。以下「協定書」とい

う。）第１１条の規定により、協定を実施するための細目を次のように定める。 

 

（連絡調整事項） 

第１条 甲及び乙は、次の事項に係る連絡調整を行うものとする。 

（１）秋田ＤＰＡＴに関すること 

（２）被災地における活動内容等に関すること 

（３）連絡体制の整備に関すること 

 

（紛争の処理） 

第２条 協定書に係る医療活動について紛争が生じた場合は、甲及び乙は、関

係者と協議を行い、協力して処理に当たるものとする。 

２ 前項の場合において、甲が損害賠償を行ったときは、甲は、医療従事者に

故意又は重大な過失がない限り乙又は当該医療従事者に対して求償しないも

のとする。 

 

（報告書の提出） 

第３条  乙は、被災地において医療活動等の必要な措置を講じた場合には、秋

田ＤＰＡＴ活動報告書（日報）（様式第１号）を甲に提出するものとする。 

 

（費用弁償等の請求） 

第４条 協定書第８条第１項第１号、第２号及び第４号に規定する費用につい

ては、乙が「費用弁償請求書」（様式第２号）により、甲に請求するものとす

る。 

２ 協定書第８条第１項第３号に規定する扶助金については、当該支給を受け

ようとする者が乙を経由して「扶助金支給申請書」（様式第３号）を甲に提出

するものとする。 

 

（費用弁償等の額） 

第５条 協定書第８条第１項に規定する費用の額は、災害救助法施行細則（昭

和３９年秋田県規則第３８号）の規定を適用又は準用する。 

２ 前項に規定する額の改定があった場合には、改正後の額に基づくものとす

る。 
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（協議） 

第６条 この協定書細目に定めのない事項又はこの協定書細目に関し疑義が生

じた場合には、甲、乙協議のうえ定めるものとする。 
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５ 国様式（災害診療記録等） 
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６ 秋田県地図 

 

（１）白地図 
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（２）秋田県における二次医療圏（保健所圏域） 
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（３）主要道路図及び関係病院配置図（右表番号と対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表：災害拠点病院一覧 
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７ 秋田県内で精神科病床を有する病院一覧（病床数は平成３０年３月３１日現在）

※は休床中の病院 ○＝ＤＰＡＴ指定病医院、★＝ＤＰＡＴ先遣隊を組織できる病院 

 病院名 病床 住所 電話番号 

① 大館
おおだて

市立
しりつ

総合
そうごう

病 院
びょういん

 60 大館市豊町3-1 0186-42-5370 

② 東 台
ひがしだい

病 院
びょういん

 150 大館市柄沢字稲荷山下69 0186-42-5121 

③ 今井
いまい

病 院
びょういん

 117 大館市片山町三丁目12-30 0186-42-5858 

④ 北秋田
きたあきた

市民
しみん

病 院
びょういん

※ 40 北秋田市下杉字上清水沢16-29 0186-62-7001 

⑤ 鷹巣
たかのす

病 院
びょういん

 144 北秋田市綴子字釜堤脇12 0186-62-1210 

⑥ 能代
のしろ

厚生
こうせい

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

 60 能代市落合字上前田地内 0185-52-3111 

⑦ 島田
しまだ

病 院
びょういん

 210 能代市西赤沼14-4 0185-52-5363 

⑧ 杉山
すぎやま

病 院
びょういん

 136 潟上市昭和大久保字北野出戸道脇 41 018-877-6141 

⑨ ○秋田
あきた

大学医
だいがくい

学部
がくぶ

附属
ふぞく

病 院
びょういん

 36 秋田市広面字蓮沼44-2 018-884-6041 

⑩ 市立
しりつ

秋田
あきた

総合
そうごう

病 院
びょういん

 60 秋田市川元松丘町4-30 018-823-4171 

⑪ ○秋田
あきた

緑ヶ丘
みどりがおか

病 院
びょういん

 380 秋田市飯島字堀川84 018-845-2161 

⑫ 今村
いまむら

病 院
びょういん

 223 秋田市下新城中野字琵琶沼124-1 018-873-3011 

⑬ 秋田
あきた

回生会
かいせいかい

病 院
びょういん

 402 秋田市牛島西１丁目7-5 018-832-3203 

⑭ 秋田
あきた

東 病 院
ひがしびょういん

 140 秋田市山内字丸木橋167-3  018-827-2331 

⑮ 清和
せいわ

病 院
びょういん

 133 秋田市柳田字石神59 018-832-7667 

⑯ 笠松
かさまつ

病 院
びょういん

 192 秋田市浜田字藍ノ原52 018-828-2258 

⑰ 加藤
かとう

病 院
びょういん

 160 秋田市河辺戸島字上野4-3 018-882-3701 

⑱ 菅原
すがわら

病 院
びょういん

 228 由利本荘市石脇字田尻33 0184-22-1604 

⑲ 象潟
きさかた

病 院
びょういん

 136 にかほ市象潟町小滝字麻針堰16 0184-44-2341 

⑳ 市立
しりつ

大 曲
おおまがり

病 院
びょういん

 120 大仙市飯田字堰東210 0187-63-9100 

㉑ 市立
しりつ

角 館
かくのだて

総合
そうごう

病 院
びょういん

※ 36 仙北市角館町岩瀬町３ 0187-54-2111 

㉒ ○協和
きょうわ

病 院
びょういん

 120 大仙市協和上淀川字五百刈田 277-1 018-892-2881 

㉓ ○★県立
けんりつ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
りはびりてーしょん

・精神
せいしん

医療
いりょう

ｾﾝﾀｰ
せんたー

 200 大仙市協和上淀川字五百刈田352 018-892-3751 

㉔ 横手
よこて

興生
こうせい

病 院
びょういん

 320 横手市根岸町8-21 0182-32-2071 

㉕ 佐藤
さとう

病 院
びょういん

 170 湯沢市字中屋敷75 0183-73-3195 
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８ 秋田県内の災害拠点病院一覧 

 

病院名 住所 電話番号 

かづの厚生
こうせい

病 院
びょういん

 鹿角市花輪向畑18 0186-23-1111 

大館
おおだて

市立
しりつ

総合
そうごう

病 院
びょういん

 大館市豊町3-1 0186-42-5121 

北秋田
きたあきた

市民
しみん

病 院
びょういん

 北秋田市下杉 

字上清水沢16-29 

0186-62-7001 

能代
のしろ

厚生
こうせい

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

 能代市落合字上前田地内 0185-52-3111 

秋田
あきた

大学医
だいがくい

学部
がくぶ

附属
ふぞく

病 院
びょういん

 秋田市広面蓮沼44-2 018-834-1111 

秋田
あきた

県立
けんりつ

循環器
じゅんかんき

・ 

脳
のう

脊髄
せきずい

センター
せ ん た ー

 

秋田市千秋久保田町6-10 018-833-0115 

市立
しりつ

秋田
あきた

総合
そうごう

病院
びょういん

 秋田市川元松丘町4-30 018-823-4171 

秋田
あきた

厚生
こうせい

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

 秋田市飯島西袋一丁目1-1 018-880-3000 

秋田
あきた

赤十字
せきじゅうじ

病 院
びょういん

 秋田市上北手猿田 

字苗代沢222-1 

018-829-5000 

由利
ゆ り

組合
くみあい

総合
そうごう

病 院
びょういん

 由利本荘市川口家後38 0184-27-1200 

市立
しりつ

角館
かくだて

総合
そうごう

病 院
びょういん

 仙北市角館町岩瀬3 0187-54-2111 

大 曲
おおまがり

厚生
こうせい

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

 大仙市大曲通町8-65 0187-63-2111 

平鹿
ひらか

総合
そうごう

病 院
びょういん

 横手市前郷字八ツ口3-1 0182-32-5121 

雄勝
おがち

中 央
ちゅうおう

病 院
びょういん

 湯沢市山田勇ケ岡25 0183-73-5000 
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９ 災害時の連絡先リスト一覧 

 

機関名 所在地 連絡先 

秋田県健康福祉部 

障害福祉課 

秋田市山王四丁目１－１ 電話：018-860-1331 

FAX：018-860-3866 

秋田県 

精神保健福祉センター 

秋田市中通二丁目 

１−５１ 

電話：018-831-3946 

FAX：018-831-2306 

大館
おおだて

保健所 

 

大館市十二所字平内新田２

３７－１ 

電話：0186-52-3955 

北秋田
きたあきた

保健所 

 

北秋田市鷹巣字東中岱

76-1 

電話：0186-62-1165 

能代
のしろ

保健所 

 

能代市御指南町１－１０ 電話：0185-55-8023 

秋田
あきた

中央保健所 

 

潟上市昭和乱橋字古開 

１７２－１ 

電話：018-855-5171 

由利
ゆ り

本荘
ほんじょう

保健所 

 

由利本荘市水林４０８ 電話：0184-22-4120 

大仙
だいせん

保健所 

 

大仙市大曲上栄町 

１３－６２ 

電話：0187-63-3403 

横手
よこて

保健所 

 

横手市旭川一丁目 

３－４６ 

電話：0182-32-4005 

湯沢
ゆざわ

保健所 

 

湯沢市千石町二丁目 

１－１０ 

電話：0183-73-6155 


